
資料１２

原子力災害対策指針の改正等について

１ 原子力災害対策指針改正のポイント

(1) ＵＰＺ外における防護措置の実施方針に関すること

原子力施設から著しく異常な水準で放射性物質が放出され、又はそのおそれが

ある場合には、施設の状況や放射性物質の放出状況を踏まえ、必要に応じて予防

的防護措置を実施した範囲以外においても屋内待避を実施する。

(2) ＳＰＥＥＤＩ等の予測的手法に関すること

「 （ ） 」緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム SPEEDI の運用について

（平成26年10月8日第31回原子力規制委員会）に基づいて、必要な修正を行う。

① 緊急時における避難や一時移転等の防護措置の判断にあたって、SPEEDIに

よる計算結果は使用しない。

② 防護措置の判断以外の場合等における参考情報として活用

２ 関西広域連合の申し入れ

平成２７年４月２３日の関西広域連合委員会において、国に対して原子力災害対

策指針の改正について明確な根拠をもって説明するよう申し入れ



原子力防災対策に関する申し入れ 

関西広域連合では、関西電力高浜発電所３･４号機の再稼働や同１･２号機の運転期間延

長に向けた動きが進む中、昨年１２月２５日、国に対し、これらに関する課題について、

申し入れを行った（以下、「前回申し入れ」という。）。 

 その後、３･４号機に関し原子力規制委員会において審査書がとりまとめられ、３月２７

日の広域連合委員会において、原子力規制庁からこれに関する説明を聴取した。また、昨

日、原子力災害対策指針の改定が行われたが、実測値のみに基づく防護措置の実施、ＵＰ

Ｚ圏外の地域における防護措置のあり方等について、懸念の残る内容となった。 

 前回申し入れのうち、十分な対応が図られていない部分もあり、加えて、新たな課題も

生じている。 

ついては、下記の事項について、国において早急に対応されることを求める。 

なお、これらが実行されないとすれば、高浜発電所の再稼働を容認できる環境にはない。 

記 

１ ＰＡＺ、ＵＰＺの区域を含む周辺自治体と事業者との安全協定について、事業者に対

し、立地自治体並みの内容とし、早急に締結するよう指導すること。また、安全協定に

よらずとも、自治体が国や事業者と平時から情報連絡や意見交換を行い、安全確保につ

いて提言できる仕組みを構築すること。 

２ 原子力発電所の再稼働は、どのような判断基準でどこがどのような手順で認めるのか、

リスクに関する責任は誰がどのように負うのか等、国の責任体制を明確にすること。こ

のため、必要な法的枠組みを整備すること。そのなかで同意を求める範囲等、立地自治

体及びＰＡＺ、ＵＰＺ区域を含む周辺自治体の位置づけを明らかにすること。 

３ 上記２点並びにＳＰＥＥＤＩ等の予測を活用した避難やＵＰＺ圏外の地域における防

護措置のあり方、避難対策の実効性確保等、これまで関西広域連合が主張してきた点に

ついて明確な根拠をもって説明されたい。 
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